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(57)【要約】
電子装置のエアムーバまたは受動形ヒートシンクといっ
た構成変更可能な複数の入口を備える熱管理装置である
。熱管理装置は、計算装置に、または拡張モジュール等
といった計算装置類の構成要素に配置され、それにより
流入気流が熱発生構成要素の温度を低下させる。最善に
可能な気流を供給するために、エアムーバは、エアムー
バ構成要素の少なくとも一方側から気流に圧力をかける
羽根設計を備える。エアムーバは、所要の方向からの吸
気に必要な開口を与えるとともにファン送風を供給する
ための脱着可能カバーを含む。用途に応じて、開口は永
続的に開放または閉鎖されていてもよい。吸気流はその
後、熱発生要素に向けてファン送風の形態で誘導される
。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子装置のための熱管理装置であって、
　前記熱管理装置は、気流を発生させるための通気装置を収容するためのハウジングを備
えており、
　前記ハウジングは、
　　流入空気のための少なくとも２つの常時入口開口と、
　　前記通気装置によって発生した気流のための少なくとも１つの開口と、
を含むことを特徴とする熱管理装置。
【請求項２】
　前記装置は、気流を発生させるために羽根を動かすように構成された前記羽根をさらに
備える請求項１に記載の熱管理装置。
【請求項３】
　前記装置は、前記少なくとも２つの常時入口開口のうちの少なくとも１つを少なくとも
部分的に覆うための少なくとも１つのカバーをさらに備える請求項１に記載の熱管理装置
。
【請求項４】
　前記カバーは、気流抵抗を有する方向からの入口気流を少なくとも部分的に阻止するよ
うに構成されている請求項３に記載の熱管理装置。
【請求項５】
　前記装置は、前記通気装置によって発生した気流のための少なくとも１つの常時開口を
少なくとも部分的に覆うための少なくとも１つのカバーをさらに備える請求項１に記載の
熱管理装置。
【請求項６】
　前記装置は、前記羽根を動かすように構成されたモータをさらに備える請求項２に記載
の熱管理装置。
【請求項７】
　気流を供給するための熱管理装置を備えるシステムであって、
　前記熱管理装置は、気流を発生させるための通気装置を収容するためのハウジングを備
えており、
　前記ハウジングは、流入空気のための少なくとも２つの入口開口と、
　前記通気装置によって発生した気流のための少なくとも１つの開口と、
を備えることを特徴とするシステム。
【請求項８】
　前記熱管理装置は、気流を発生させるために羽根を動かすように構成された前記羽根を
さらに備える請求項７に記載のシステム。
【請求項９】
　前記熱管理装置は、少なくとも１つの常時入口開口を少なくとも部分的に覆うための少
なくとも１つのカバーをさらに備える請求項７に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記カバーは、気流抵抗を有する方向からの入口気流を少なくとも部分的に阻止するよ
うに構成されている請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記システムは、前記通気装置によって発生した気流のための少なくとも１つの常時開
口を少なくとも部分的に覆うための少なくとも１つのカバーをさらに備える請求項７に記
載のシステム。
【請求項１２】
　熱管理のために構成変更可能な吸気流を供給するための装置であって、
　熱伝達要素と、
　前記熱伝達要素の吸気流の方向を制御するように構成された側板と、
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を備えており、
　前記側板は、少なくとも１つの隣接する装置による気流抵抗の影響を受ける気流を少な
くとも部分的に阻止するように構成されていることを特徴とする装置。
【請求項１３】
　前記側板は掩蔽可能な入口開口を備える請求項１２に記載の装置。
【請求項１４】
　前記熱伝達要素は受動形ヒートシンクである請求項１２に記載の装置。
【請求項１５】
　前記熱伝達要素はファンを備えた能動形エアムーバである請求項１２に記載の装置。
【請求項１６】
　熱管理のために構成変更可能な吸気流を供給する装置を備える計算機の拡張カードであ
って、
　熱伝達要素と、
　前記熱伝達要素の吸気流の方向を制御するように構成された側板と、
を備えており、
　前記側板は、少なくとも１つの隣接する装置による気流抵抗の影響を受ける気流を阻止
するように構成されていることを特徴とする拡張カード。
【請求項１７】
　前記側板は掩蔽可能な入口開口を備える請求項１６に記載の拡張カード。
【請求項１８】
　前記熱伝達要素は受動形ヒートシンクである請求項１６に記載の拡張カード。
【請求項１９】
　前記熱伝達要素はファンを備えた能動形エアムーバである請求項１６に記載の拡張カー
ド。
【請求項２０】
　少なくとも２つの拡張モジュールを備えるコンピュータシステムを動作させるための方
法であって、
　前記方法は、
　前記少なくとも２つの拡張モジュールのうちの少なくとも１つの拡張モジュールの吸気
口を形成することによって、前記少なくとも１つの拡張モジュールとは別の拡張モジュー
ルによる気流抵抗を低減することを含み、
　前記少なくとも２つの拡張モジュールの各々は前記吸気口を備える熱管理装置を有して
いることを含むことを特徴とする方法。
【請求項２１】
　前記少なくとも１つの拡張モジュールの前記吸気口を形成することは、前記気流抵抗を
低減する方向から前記吸気口に気流を誘導することを含む請求項２０の方法。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの拡張モジュールの前記吸気口を形成することは、前記少なくとも
２つの拡張モジュールのうちの前記少なくとも１つの拡張モジュールの前記吸気口を少な
くとも部分的に覆うことを含む請求項２０の方法。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの拡張モジュールの前記吸気口を少なくとも部分的に覆うことは、
２つの拡張モジュールの各々の少なくとも１つの吸気口を少なくとも部分的に覆うことに
よって前記２つの拡張モジュールの各々の気流抵抗を低減することを含む請求項２２の方
法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子装置における熱管理に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　長年にわたってコンピュータグラフィックスはけた外れに進歩してきた。解像度は著し
く増加し、グラフィックス生成は品質強化機能とともに改善されている。同様に、顧客は
表示されるグラフィックスの品質に関してより要求が多くなっている。高品質グラフィッ
クスは、映画、ビデオクリップ、ワールドワイドウェブページ、ゲーム、ユーザインタフ
ェース等といった複数の様々な用途において必要とされている。この高品質コンテンツを
生成するために当然より多くの資源もまた必要とされる。このように、グラフィックス計
算能力は実際上すべての計算装置において必要とされている。
【０００３】
　実際には、グラフィックス計算能力を向上させる２つの方法が存在する。第１はより良
好なアルゴリズムおよび機能の導入であり、第２はハードウェア計算容量を増大させるこ
とによって計算能力を高めることである。これは、より高速な処理装置を使用する、処理
装置の数を増やす、そして基板上により多くのメモリを使用することによって達成するこ
とができる。最善の結果が達成されるように同時に両方の方法で取り組むことが一般的な
手法である。
【０００４】
　より多くの高速なハードウェア構成要素を備えることによって計算能力を高めるうえで
の１つの問題は、増大する電力消費および発熱である。たとえ新しいより電力効率のよい
ハードウェア構成要素が製造されたとしても、増大した効率に起因する電力消費のあらゆ
る可能な節約が、より多くのハードウェアを使用することにより高品質グラフィックスを
生成するために使用されることになりそうである。
【０００５】
　近年、特定の用途における高品質グラフィックスの要求は、コンピュータにおいて単一
のグラフィックス装置を使用することによりその要求された品質を提供することが極めて
難しいか不可能であるほどに大きくなっている。グラフィックス装置は一般に、コンピュ
ータまたはワークステーションの主回路板に取付けられた拡張カードである。一般に、追
加のカードを主回路板に取付けるための数個のスロットが存在する。従って、明らかな解
決策は、同一コンピュータ内に取付けられた他のグラフィックス装置と協働できるグラフ
ィックス装置を提供することである。二重取付けは数年にわたり知られており、それらは
最も要求の厳しい顧客に容易な解決策を提供する。
【０００６】
　典型的な構成では、２個以上のまったく類似のグラフィックス装置が協働モードで作業
するために取付けられる。協働モードが最も要求の厳しい使用者を対象にされると、その
構成で使用されるグラフィックスカードは最も効率的なもののうちの１つであることが普
通である。これは、高い電力消費および発熱を伴う複数のグラフィックス装置が存在する
ことを意味する。コンピュータの他の構成要素もまた熱を発生するので、計算装置および
装置内の別個の構成要素の換気は極めて重要になる。
【０００７】
　一般に、中央処理装置およびグラフィックス処理装置といったコンピュータにおいて最
も多くの熱を発生する構成要素は、向上した換気のために各自自身のファンを有する。他
の解決策は、発生した熱を伝達することができる受動形熱管理システムを熱発生構成要素
に備えることである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかし、類似の装置に関してこれは、換気が両方の熱管理解決策において隣り合う装置
によって妨害されるかもしれないので、問題を含むかもしれない。換気が妨害された場合
、装置の温度は動作温度を超えて上昇し、計算エラーまたは装置の動作の停止を生じるか
、さもなければ装置を（一般に低下した性能をもたらす）低下した電力消費で動作するよ
うに強いるかもしれない。グラフィックスカードに加えて、類似の問題は他の種類の拡張
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カードでも遭遇し得る。従って、計算装置のための、特にグラフィックス装置のための改
善された換気の必要性が存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態において、本発明は開放環境において構成変更可能な（configurable）空気取
入口を備える熱管理装置を開示する。本発明は、ファンおよびヒートシンクを含む受動形
または能動形熱管理システムで使用することができる。本発明に従った熱管理装置は、調
整可能な吸気管理を備えており、気流は、吸気を所要の方向に誘導するように構成された
脱着可能カバーおよび／または特殊側板によって制御される。
【００１０】
　実施形態において、熱管理装置は、電子装置のための構成変更可能な複数入口エアムー
バ構成要素である。本発明に従ったエアムーバは、計算装置に、または拡張カード等とい
った計算装置類の構成要素に配置され、それにより流入気流が熱発生構成要素の温度を低
下させる。最善に可能な気流を供給するために、エアムーバは、羽根がモータにより動か
されるとエアムーバ構成要素の少なくとも一方側から気流に圧力をかける羽根設計を備え
る。エアムーバは、所要の方向からの吸気に必要な開口を与えるとともにファン生成気流
を供給するための脱着可能カバーを含む。用途に応じて、開口は永続的に開放または閉鎖
されていてもよい。吸気流はその後、熱発生要素に向けてファン生成気流の形態で誘導さ
れる。
【００１１】
　実施形態において、エアムーバはさらに、気流を所要の方向に誘導するための脱着可能
カバーを有する複数の気流出口を備える。
【００１２】
　実施形態において、熱管理装置はさらに、より構成変更可能な空気取入口を与えるよう
に構成された特殊な側板を備える。側板はエアムーバ、ヒートシンクまたは熱伝達要素に
配置され、それによりそれは可能なインピーダンス領域の外部から吸気流を取り入れる。
側板は、熱伝達要素の吸気流方向を制御するように構成されており、前記側板は、少なく
とも１つの隣り合う装置に起因する気流抵抗（気流インピーダンス（air flow impedance
））による影響を受ける気流を少なくとも部分的に阻止するように構成されている。実施
形態において、側板は掩蔽可能な入口開口を備える。
【００１３】
　上述の実施形態は、種々の用途の種々の要件を満たす熱管理装置を生産するために組合
せてもよい。例えば、能動形および受動形の熱管理の両方を組合せ、組合せたものに掩蔽
可能な開口を有する特殊な側板を備えることが可能である。
【００１４】
　本発明の効果は、それが、隣り合う装置によって発生する気流インピーダンスにより妨
害されることなく、または妨害を少なくして、所要の構成要素に向けて適切な吸気流を供
給するということである。これは、より良好な気流を、従ってより良好な冷却を可能にす
る。これは、数個の熱発生要素を収容する小さな計算装置ケース容積を扱う際に極めて重
要である。
【００１５】
　本発明のさらなる効果は、所要の構成要素が標準ヒートシンクを装備できることである
。従来の技術によれば、ヒートシンクは換気システムに合わせて設計され、従って設計プ
ロセスの複雑さを追加させなければならない。
【００１６】
　本発明のさらなる理解を与えこの明細書の一部を構成するために含まれた添付図面は、
本発明の実施形態を例示し説明と併せて本発明の原理を解説するのを助ける。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１ａ】本発明に従った実施形態の立体図を開示する。
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【図１ｂ】図１ａの実施形態の分解図である。
【図１ｃ】図１ａおよび１ｂの実施形態の別の図である。
【図２】ホスト装置に取付けられた本発明の例示実施形態のブロック図である。
【図３】熱管理装置のうちの１つが側板を備える受動形ヒートシンクである、ホスト装置
に取付けられた本発明の例示実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　ここで、その実例が添付図面に例示されている本発明の実施形態に詳細に言及する。
【００１９】
　図１ａには、本発明に従ったエアムーバの異なる２図が開示されている。本実施形態に
従ったエアムーバは、気流出口１０、吸気流のための常時入口１１および常時入口のため
の脱着可能カバー１２を備える。本実施形態はまた類似の常時入口をエアムーバの反対側
にも含む。反対側の入口は図１ｃに見ることができる。他の実施形態において、換気を改
善するために必要な場合、さらなる開口を作ることが可能である。しかし、これらの開口
もまた脱着可能カバーを備える。さらなる開口は入口または出口気流について設けてもよ
い。
【００２０】
　図１ｂは図１ａの実施形態の分解図である。図１ｂのエアムーバは、気流を供給するた
めに羽根およびモータを含む通気（air-moving）機構１３、常時入口開口１１を有するハ
ウジング１４および開口の１つのための脱着可能カバー１２を備える。本発明が３つ以上
の開口で具体化される場合、１つの開口だけを開放されたままとするなら、より多くのカ
バーもまた必要である。脱着可能カバー１２はラッチまたは他の取付機構によってカバー
に好適に取付けられる。１実施形態において、カバーは、装置の使用者がカバーを着脱す
るために工具を使用しなくて済むようにする機構を採用する。しかし、カバー１２にいず
れかの既知の取付手段を使用することが可能である。
【００２１】
　図２には、本発明の例示実施形態のブロック図が開示されている。図２では２つの通気
構成要素が拡張モジュールに取付けられている。図２の実施形態において、拡張モジュー
ルはホストコンピュータの主回路板に取付けられた拡張モジュール２０および２１である
。拡張モジュールは、パーソナルコンピュータ、ワークステーションまたは類似物といっ
た計算装置に取付けられ得る、あらゆる拡張カード、モジュールまたは類似物であるとし
てよい。明快さの理由で、ホストコンピュータの主回路板は図には呈示されていない。拡
張モジュールおよび主回路板が適切なバスによって接続されていることは当業者には明ら
かである。適切なバスは一般に拡張スロットの形態で具体化され、それにより複数の拡張
カードが計算装置に取付けられ得る。図２には、拡張モジュール２０および２１が例示さ
れており、それらは隣り合うスロットと接続されている。
【００２２】
　図２の拡張モジュールは、図１に開示されたエアムーバといったエアムーバ２２および
２３を備えている。図２の実施形態で使用されるエアムーバは、２つの常時入口を有する
。入口は、エアムーバの両方において隣り合う拡張モジュールの隣の入口が覆われ、気流
２４および２５が本実施形態における入口気流を呈するように構成される。このように、
入口気流２４および２５は、隣り合う拡張モジュールのエアムーバによって発生する気流
インピーダンスによって妨害されない。図２の実施形態において、出口気流はその後、熱
発生構成要素２６および２７に誘導される。熱発生構成要素の例は拡張モジュールの処理
装置である。熱発生構成要素２６および２７は、図示されていないヒートシンクを備えて
いてもよい。図２の実施形態はこのようにして、気流インピーダンスによって妨害される
ことなく熱発生要素に向けて気流を効率的に供給する。
【００２３】
　図３の実施形態は図２の実施形態と異なり、モジュールのうちの１つが側板を有する。
モジュール３１は図２のモジュール２１と類似であり、熱管理要素３３は気流３５を所要
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の方向に誘導するエアムーバである。モジュール３０は側板３２を備えている。側板３２
の下に能動形または受動形熱管理システムが存在してもよい。側板の目的は、モジュール
３１のエアムーバ３３に類似の熱管理システムでは可能でないはずの方向から吸気流３４
を誘導することである。
【００２４】
　当業者は十分理解される通り、本発明はここで、ラックまたはブレード型計算装置内部
のサーバ、コンピュータシステム、装置に等しく適用することができる。例えば、ブレー
ド型またはブレード形式計算装置は当業者には周知である。複数のブレード型計算装置が
互いにごく接近してラックシステム内に取付けられ得る。気流を改善して、互いに近接す
る複数の羽根により生じる相反する空気の吸入要件に起因する通気抵抗（通気インピーダ
ンス（air movement impedance））を減少させるために、本発明は例えばブレード型計算
装置の各々に適用することができよう。すなわち、ブレード型計算装置全体のためのハウ
ジングは、２つの吸気口、出口（または排気口）および計算装置ハウジング内部に配設さ
れたファンといった通気機構を有するとしてよい。２つの隣接する別のブレード型計算装
置の吸気口は各々、通気インピーダンスを低減するために閉じる（または部分的に閉じる
）ことができよう。代替として、複数のブレード型サーバ装置の各々のための入口が装置
の各々の上面および底面にあるとすれば、計算装置の各々の上面吸気口は計算装置のラッ
ク全体を通じて空気インピーダンスを低減するために閉じる（または部分的に閉じるかま
たは閉鎖する）ことができよう。
【００２５】
　技術の進歩により本発明の基本的な考案が様々なやり方で具体化され得ることは当業者
には明らかである。従って本発明およびその実施形態は上述の実例に限定されず、むしろ
それらはクレームの適用範囲内で異なってもよい。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図１ｃ】
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